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デイケアクラブ
申込 社会福祉課

（93）4192　FAX（93）2215

日７月16日（木）13：30～15：30
場集合　中央公民館ロビー
内トマト作付け
対 18 歳以上で、精神科などに定期的
　に通院している人

古紙の拠点回収
環境課　 （93）4946

日７月 26 日（日）雨天決行
　 9：00 ～ 11：30 ／
　13：00 ～ 15：00
場中部ふれあいセンター駐車場
　※地域の資源回収は今までどおり行
　いますので、ご利用ください。
他事業ごみやその他のごみは回収でき
　ませんので、注意してください。
　搬入時はマスクの着用をお願いします。

ジャズ・フェスティバル
in とみさと
開催中止のお知らせ

富里国際交流協会事務局（企画課内）
（93）1118

８月開催予定の「ジャズ・フェスティ
バル in とみさと」は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、今年度は
中止とさせていただきます。

令和版てらこや
「富里市きょうざん塾」
開催中止のお知らせ

きょうざん塾実行委員会（学校教育課内）
（93）7659

例年、夏休みに行っている、市内の小
学生対象の富里市きょうざん塾は、新
型コロナウイルス感染拡大防止のため、
今年度は中止とさせていただきます。

富里市こども医療費
助成受給券
子育て支援課　 （93）4497

令和２年度こども医療費助成受給券を
7 月下旬に発行予定です。（有効期間：
令和２年８月１日～令和３年７月31日）
受給券の発行には、同居世帯の所得情
報が必要となります。未申告などで確
認が取れないときは、発行できない場
合がありますので注意してください。

お子さんの発達で
気になることはありませんか
簡易マザーズホーム

（92）2302　FAX（92）2303
E mothershome@city.tomisato.lg.jp

マザーズホームは、遊びを中心とした
取り組みの中で、大切な乳幼児期の子
どもたちの情緒、運動の発達を目指し、
子育てを支援します。
場マザーズホーム（福祉センター内）
対就学前の子どもと保護者
※令和元年 10 月から幼児教育無償化
が始まり、3 歳児以上は無償化の対象
となりますが、3 歳児未満は無償化の
対象外となるので、費用を一部負担い
ただきます。
保育所等訪問支援事業

お子さんが通っている園に、支援専門員
が訪問し、集団適応できるよう支援を行っ
ています。詳しくは問い合わせてください。

難病患者等見舞金支給申請
社会福祉課　 （93）4192

県が認定する指定難病や特定疾患など
の治療を受けている療養者に対する見
舞金制度があります。
対次の３つの要件を満たしていて、
　①～④のいずれかの受給者証などの
　交付を受けている人
▼要件
　○市内在住で市内に住民登録がある
　○市の福祉手当などを受給していない
　　（重度心身障害者等福祉手当を除く）
　○市民税非課税世帯に属している
▼受給者証などの種類
　①特定医療費（指定難病）受給者証
　②特定疾患医療受給者票
　③小児慢性特定疾病医療受給者証
　④先天性血液凝固因子障害等受給者証
額月額 5,000 円
　※重度心身障害者等福祉手当受給者
　　は月額 1,000 円
持○印鑑
　○県が発行する各受給者証など
　○療養者本人名義の振込先口座の確
　　認ができるもの

水道水の放射性物質検査結果
６月３日の測定では、放射性物質は検出されず、安定した状態が続いてい
ます。今後も 3 か月に 1 回の測定を実施し、安全な水の確保に努めます。
なお、今までの測定結果は、市公式ホームページでお知らせしています。

問上下水道課　 （93）3340

農産物の放射性物質検査
採取日 品目 栽培方法 放射性

セシウム134
放射性

セシウム137 合　計

４/20 すいか ベトコン（ミニハウス） 検出せず 検出せず 検出せず

※測定値の単位：ベクレル毎キログラム
　農産物の基準値は 100 ベクレル毎キログラムです。
問農政課　 （93）4943

経済的な理由で保険料を納付することが困難なときは、申請することで保険
料の納付が免除になる場合があります。
内①免除制度（全額免除、４分の３免除、半額免除、４分の１免除）
　②納付猶予制度　
　③学生納付特例
期保険料免除の承認期間　
　①～②７月～翌年６月まで　
　③４月～翌年３月まで
対①免除申請者本人、申請者の配偶者、世帯主
　②免除申請者本人（50 歳未満の人のみ）、申請者の配偶者
　③免除申請者本人（学生のみ）
　※①～③前年所得など定められた基準に該当することが要件になります。
申次の物を持参して、窓口で手続きをしてください。
　○印鑑（本人が署名するときは不要）
　○今年または昨年に、失業や事業を廃止した人は、雇用保険受給資格者証

　や雇用保険被保険者離職票などの写し
　○学生は、学生証または在学証明書
他免除申請を行うには、所得の申告が必要です。前年度に全額免除または納
　付猶予の承認がされ、翌年度以降も継続希望する人は、申請不要で審査を
　受けられます。

国民年金保険料の免除・納付猶予など

問 国保年金課　 （93）4085

保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全
額納付したときに比べ、老齢基礎年金の受け取る金額が少なくなります。そ
こで 10 年以内であれば、保険料の追納（後払い）ができます。
追納の申し込みは、年金事務所または国保年金課窓口で受け付けています。

国民年金保険料の追納制度

問国保年金課　　    （93）4085
　幕張年金事務所　 043（212）8621

問 企画課　 （93）1118

国勢調査は、日本国内に住むすべての人と世帯を対象にした、5 年ごとに実
施される最も基本的で重要な統計調査です。
令和 2 年国勢調査は、令和 2 年 10 月 1 日を基準日として行われます。
調査の回答は、郵送による回答、パソコンやスマートフォンによるインター
ネット回答もできます。
インターネット回答のメリット

①期間中、いつでも好きな時間に（24 時間）回答できます。
②インターネットで回答した人は、紙の調査票の提出が不要になります。

国勢調査　開始 100 年

各世帯への調査票の配布は9月中旬を予定しています

声の広報をお届けしています

問 社会福祉課　 　(93）4192
　　　　　　  FAX （93）2215

市内在住で視覚に障がいがある人
などを対象に、広報とみさとを録
音した CD を「声の広報」として
配布しています。

令和 2 年国勢調査が

                         はじまります


